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新 旧 対 照 表 
○ 千 葉 県 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 八 年 千 葉 県 規 則 第 五 十 二 号 ） 

新 旧 

  

別 表 第 六 （ 第 四 条 ） 別 表 第 六 （ 第 四 条 ） 

一 建 築 物 一 建 築 物 

イ 略 イ 略 

ロ 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す

る 児 童 福 祉 施 設 又 は 同 法 第 十 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る こ ど も 家 庭 セ ン タ

ー 、 身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 八 十 三 号 ） 第 五 条 第 一

項 に 規 定 す る 身 体 障 害 者 社 会 参 加 支 援 施 設 、 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会

生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第

五 条 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 行 う 施 設 （ 障 害 者 等 の 居 宅 に

お い て 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 行 う 場 合 に お け る 当 該 居 宅 を 除 く 。 ） 、 同 条

第 十 一 項 に 規 定 す る 障 害 者 支 援 施 設 、 同 条 第 二 十 七 項 に 規 定 す る 地 域 活

動 支 援 セ ン タ ー 又 は 同 条 第 二 十 八 項 に 規 定 す る 福 祉 ホ ー ム 、 生 活 保 護 法

（ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ） 第 三 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 護 施

設 、 社 会 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 第 二 条 第 二 項 第 七 号 の

授 産 施 設 又 は 同 条 第 三 項 第 十 一 号 の 隣 保 館 等 の 施 設 、 老 人 福 祉 法 （ 昭 和

三 十 八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 ） 第 五 条 の 三 に 規 定 す る 老 人 福 祉 施 設 又 は 同

法 第 二 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 有 料 老 人 ホ ー ム 、 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡

婦 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 二 十 九 号 ） 第 三 十 八 条 に 規 定 す る 母 子 ・

父 子 福 祉 施 設 、 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 八 条 第 十 四

項 に 規 定 す る 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス を 行 う 施 設 （ 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 居

宅 要 介 護 者 に つ い て 、 そ の 者 の 居 宅 に お い て 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス を 行 う

場 合 に お け る 当 該 居 宅 を 除 く 。 ） 又 は 同 条 第 二 十 八 項 に 規 定 す る 介 護 老

人 保 健 施 設 、 困 難 な 問 題 を 抱 え る 女 性 へ の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 令 和 四 年

法 律 第 五 十 二 号 ） 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 女 性 自 立 支 援 施 設 そ の 他 こ

れ ら に 類 す る も の 
ロ 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す

る 児 童 福 祉 施 設 、 身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 八 十 三 号 ）

第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 身 体 障 害 者 社 会 参 加 支 援 施 設 、 障 害 者 の 日 常 生

活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 二

十 三 号 ） 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 行 う 施 設 （ 障 害 者

等 の 居 宅 に お い て 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 行 う 場 合 に お け る 当 該 居 宅 を 除

く 。 ） 、 同 条 第 十 一 項 に 規 定 す る 障 害 者 支 援 施 設 、 同 条 第 二 十 七 項 に 規

定 す る 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 又 は 同 条 第 二 十 八 項 に 規 定 す る 福 祉 ホ ー

ム 、 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ） 第 三 十 八 条 第 一 項 に

規 定 す る 保 護 施 設 、 社 会 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 第 二 条

第 二 項 第 七 号 の 授 産 施 設 又 は 同 条 第 三 項 第 十 一 号 の 隣 保 館 等 の 施 設 、 老

人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 ） 第 五 条 の 三 に 規 定 す る 老 人

福 祉 施 設 又 は 同 法 第 二 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 有 料 老 人 ホ ー ム 、 母 子 及

び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 二 十 九 号 ） 第 三 十 八 条

に 規 定 す る 母 子 ・ 父 子 福 祉 施 設 、 母 子 保 健 法 （ 昭 和 四 十 年 法 律 第 百 四 十

一 号 ） 第 二 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 母 子 健 康 包 括 支 援 セ ン タ ー 、 介 護 保

険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 八 条 第 十 四 項 に 規 定 す る 地 域 密 着

型 サ ー ビ ス を 行 う 施 設 （ 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 居 宅 要 介 護 者 に つ い て 、

そ の 者 の 居 宅 に お い て 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス を 行 う 場 合 に お け る 当 該 居 宅

を 除 く 。 ） 又 は 同 条 第 二 十 八 項 に 規 定 す る 介 護 老 人 保 健 施 設 、 困 難 な 問

題 を 抱 え る 女 性 へ の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 令 和 四 年 法 律 第 五 十 二 号 ） 第 十

二 条 第 一 項 に 規 定 す る 女 性 自 立 支 援 施 設 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の 

ハ ～ ラ 略  ハ ～ ラ 略 

二 ・ 三 略 二 ・ 三 略 

  

 


